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平成18年12月11日（月） 

                                           

○議長（上田順康君）順番７、11番 辻本君。 

〔11番（辻本 勉君）登壇〕 

○11番（辻本 勉君）それでは、ただ今議長

のお許しをいただきましたので、一般質問を

行いたいと思います。 

 まず、橋本駅の駐輪場の関係なんですけど

も、現在橋本市には、市内10カ所に駐輪場が

ございます。林間田園都市だけが有料になっ

ておるんですけども、あとの９カ所は無料と

いうことです。そんな中で、今回は橋本駅の

東西の駐輪場について一般質問したいと思い

ます。 

 橋本駅西駐輪場の拡張と東駐輪場のＰＲに

ついてということであります。現在、橋本駅

には東西２カ所の無料駐輪場があります。し

かしながら、利用者が年々増えております。

特に、私もちょこちょこ利用するんですけど

も、新市発足後、特に増えているんではない

かなという気がします。特に、西駐輪場につ

きましては、完全な飽和状態でありまして、

縦横、縦横無尽に置いておるというような状

況に現在あります。周辺道路と横には公園が

ありますし、また、隣接しています古佐田区

民会館もあるんですけども、その区民会館前

等にかなりはみ出しておるというような状況

になっています。よって、早急に拡張すると

ともに、少し余裕がある東駐輪場なんですが、

これをもう少し市民の皆さんに周知するため

にＰＲをしていただいて、西側の混雑緩和に

努めてはいかがでしょうかということであり

ます。 

 東側につきましては、駅から少し遠いとい

うんですか、距離があります。また、駐車し

てからすぐに道のほうに出てこれないという、

ちょっと不便さがあるんですけども、そんな

状況から、まだまだ余裕がありそうなので、

その辺のところを対策として市民に周知、Ｐ

Ｒをしてはどうかということであります。 

 続きまして、２点目ですけども、橋本市民

病院のテナント、特に喫茶室、レストラン等

についてであります。市民病院につきまして

は、管理者が就任されました後以降、管理者

はじめ、事務長、病院長を中心としまして、

大変努力をいただきまして、職員の意識改革

とか、経営努力をやっていただいたおかげで、

少しずつ収支改善がなされているということ

を聞いておるんですけども、そのことは評価

をしたいと思いますが、まだまだ市民のニー

ズにこたえていると言えるような状況ではあ

りませんし、特に、目に見えてよくなったと

いう、評判がよくなったということもないの

で、今後、いろいろ努力をいただきたいと思

うんですけども、その中で、テナントにつき

まして、過日の病院だよりにもあったんです

けども、本年８月末に１階の喫茶室が経営不

振により閉店をいたしたようであります。こ

れは市民、病院を利用される方の憩いの場所

という感じだったと思うんですが、今後の対

策と病院内のテナントの契約内容についてお

尋ねをいたしたいと思います。 

 まず１点目ですけども、１階の喫茶スペー

スの今後についてであります。続きまして、

テナントの契約内容について。３点目としま

して、テナントは喫茶室、レストラン、フラ

ワーショップ、売店、また自動販売機等があ

るわけでありますけれども、オープン以来の

それぞれのテナントの家賃収入を詳しくお教

え願いたいと思います。 

 続きまして３番目の質問であります。いじ

めと児童虐待についてということで、午前中
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に４番議員が同じ質問をされておりますので、

答弁につきましては、できるだけ簡潔にお願

いをいたしたいと、あらかじめ申し上げてお

きます。 

 いじめによる自殺や児童虐待によって、子

どもの尊い命が奪われる事件が毎日のように

全国で発生しております。テレビ、新聞等で

報道されておるところであります。次代を担

う子どもたちの命を守り、健全育成すること

は行政の責務であり、学校、地域、家庭の連

携はもちろん、私たち大人すべてが、今何を

しなくてはならないかということが問われて

おるところであります。そんな中で、本市の

子どもたちの状況についてお尋ねいたします。 

 本市のいじめ、不登校、学級崩壊、児童虐

待等の実態と、それに伴う教育委員会及び学

校の対応についてお伺いしたい。児童虐待に

つきましては、健康福祉部になろうかと思い

ますので、そちらのほうから答弁をお願いい

たしたいと思います。 

 二つ目としまして、教育基本法の改正と、

教育再生会議の緊急提言を受けて、本市の教

育を今後どのように考え、改革をして推進し

ていくのかについてお尋ねいたしたい。教育

基本法の改正につきましては、また改めてゆ

っくり議論をしていきたいと思いますので、

今回は教育再生会議の緊急提案のところに重

点を置いて答弁をいただければありがたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（森本國昭君）登壇〕 

○教育長（森本國昭君）辻本議員のご質問に

ついてお答えいたします。 

 まず、本市のいじめの実態についてであり

ますが、本年度４月以降の状況は、小学校で

３件、中学校で９件の報告があり、現在も継

続して対応している事例もあります。30日以

上欠席している不登校児童生徒数は、本年度

11月末現在で、小学校は16名、中学校は60名

でございます。学級崩壊と言われる指導困難

な状況についてでは、現在のところ、特に指

導困難な状況はありません。教育委員会は、

毎月１回、いじめ、不登校、問題行動等につ

いて学校から報告を求め、実態把握に努めて

おります。その中で、個々に対応が必要な場

合は、学校と教育委員会、橋本市教育相談セ

ンターと連携を図りながら、その解決に向け

取り組んでおります。 

 市立小・中学校に対しては、生徒指導部会

や校長会を開催し、情報交換を行うとともに、

再度、各学校の実態把握、並びに対応につい

ての方策、関係機関の連携について確認し、

指導を強化いたしました。また、いじめ等の

諸問題を子どもや保護者がいつでも相談でき

るよう、教育委員会と校長会から、本市の相

談窓口には教育委員会学校教育課、教育相談

センター、青少年センター、メール相談など

があることを、全保護者に案内、配付したと

ころでございます。学校においては、子ども

の変化を見逃さぬよう、観察や日記指導、面

談、聞き取り等、さまざまな方法で情報の収

集に努めております。 

 なお、児童虐待については担当部局から回

答をお願いいたします。 

 次に、教育基本法の改正と教育再生会議の

緊急提言を受け、いじめ問題に関する本市の

教育をどう進めるかという点についてお答え

いたします。 

 まず考えるべきことは、いじめが起こらな

い社会環境、学校環境をいかにして構築する

かということです。このたびの教育基本法の

改正では、生涯学習の理念や、学校、家庭、

地域の相互の連携協力について言及されてい
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ます。いじめ問題は、単に学校や家庭だけで

は解決できる問題ではなく、規範意識や人権

感覚等を大人自身が向上させ、社会の教育力

を子どものために発揮できる環境をつくるこ

とが望まれます。学校、行政と、家庭、地域

が連携して対処していくシステムづくりを推

進したいと考えます。教育委員会では今後の

具体的な取り組みとして、２点について進め

たいと考えております。 

 １点目は、平成19年度から、市長部局内の

関係機関や社会教育団体等との協議を進め、

橋本市の生涯学習、子育て支援プランを作成

し、子どもたちの健全な心身の育ちを支援で

きるまちづくりに努めることです。 

 ２点目は、義務教育９年間を見据えた小・

中一貫教育の推進でございます。小学校から

中学校に進む段階で、子どもたちが感じる数

多くのストレスを解消し、いじめや不登校と

いった課題の解消に努めたいと考えておりま

す。 

 この２点を核とした積極的な取り組みによ

って、橋本市の子どもたちが健全に育つよう

進めますので、ご理解とご協力をお願い申し

上げます。 

○議長（上田順康君）病院事業管理者。 

〔病院管理者（石井敏明君）登壇〕 

○病院事業管理者（石井敏明君）次に、８月

に閉店した、病院１階の喫茶店スペースの今

後の利用についてですが、入院の説明や医療

費の支払いに関すること、その他苦情等の訴

えを処理するため、市民病院総合相談窓口と

して、だれもが利用しやすい環境を整え、患

者さまのサービスの向上を図る必要があり、

喫茶店跡に、医事情報課を配置したいと考え

ています。 

 さらに、この措置により、現在各病棟に計

５名の委託職員による入院医事業務を行って

いますが、分散していた委託職員を１カ所に

集約配置することができ、２名の人員減によ

る委託料の削減、事務の省力化が図れます。

この業務改善を実行するためには、現在の玄

関、１番、２番、３番カウンターの奥にある

医事情報課事務所スペースでは狭く、改善が

できない状況です。これがため、相談業務の

充実、入院維持業務の見直しを実施するため、

医事情報課医事係を、もと喫茶店スペースに

配置して、業務改善を行いたいと考えていま

す。 

 また、各テナント契約内容についてでござ

いますが、本院テナントは１階に売店、フラ

ワーショップ、喫茶店、６階にレストランが

入っており、契約期間はいずれも平成16年11

月１日から、平成19年３月31日までとなって

おりますが、良好に営業が継続されると認め

られる場合は、１年単位で使用許可を更新す

ることができることとなっております。 

 続きまして、現在の契約金額でございます

が、契約金額は税抜き月額で、売店が47万円、

フラワーショップが５万4,166円、レストラン

が７万5,000円でございます。なお、喫茶店に

つきましては、先ほど申しましたとおり、８

月末日をもって閉店となっておりますが、閉

店時の契約金額は10万円でございました。 

 自動販売機設置手数料については、カップ

式自動販売機５台が売上額の42％、缶及び紙

パック式自動販売機５台が35％、缶及びペッ

トボトル式自動販売機４台が５％の契約とな

っております。このうち、缶及びペットボト

ル式はＮＰＯ法人地域サポートセンターとの

契約であり、障害者就労支援を目的とした自

動販売機の設置という意味から、契約金額が

低くなっております。ご理解を賜りますよう、

お願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 
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○健康福祉部長（上田敬二君）次に、おただ

しの児童虐待についてお答えいたします。 

 次に、児童虐待にかかる民生委員、児童委

員との連携につきましては、こども課と福祉

課、並びに関係課と協議、調整を行ってまい

りますので、ご理解のほどをお願いいたしま

す。 

 まず、本市での児童虐待の実態について報

告いたします。 

 平成16年度に児童虐待防止ネットワーク会

議を設置いたしました。それまでは、それぞ

れの課が担当しておりましたので、市全体の

実態というものは把握されていませんでした

が、ネットワーク会議が設置されたのに伴い、

関係機関等から実態報告をいただきました。

その結果、16年度で、疑いのあるものも含め

て、件数は28件、17年度６件、18年度が９件

で、合計43件となっておりますが、このうち、

転出が９件、改善され終了したものが９件、

虐待から要家庭支援となったものが５件で、

現在の虐待、疑いも含めて20件を継続して取

り組んでおります。 

○議長（上田順康君）建設部長。 

〔建設部長（坂本信良君）登壇〕 

○建設部長（坂本信良君）議員おただしの、

橋本駅西駐輪場の利用者が年々増加しており

ます現状は認識をいたしております。また、

橋本駅前の花と緑のリサイクル事業の推進に

伴い、不法駐輪の整理を行ったところ、橋本

駅西駐輪場が満車状態になってきております。

ご指摘のように、橋本駅東踏切付近に設置さ

れている橋本駅東駐輪場は、まだ余裕があり

ますので、橋本駅東駐輪場への誘導看板を設

置してＰＲを行ってまいります。 

 次に、児童虐待の担当課につきましては、

健康福祉部こども課が担当しております。通

報先につきましては、議員もご承知のとおり、

児童虐待防止ネットワーク会議で検討をいた

だきました。児童虐待防止マニュアルを今年

の８月に作成して、関係機関、団体等に配付

いたしました。そのマニュアルにも記載して

おりますが、通報先は通報する側の機関のか

かわりのあるところとしております。 

 なお、駐輪場の拡張につきましては、駅前

周辺の私有地の利用状況を調査を行いながら、

検討をしてまいります。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君、再質問

ありますか。 

○11番（辻本 勉君）それでは、再質問をし

たいと思います。 

 １番目の駐輪場の問題でありますけども、

私がお願いしたとおりの、お金のかからない

方法で、東駐輪場への周知ＰＲというのは、

これは当然、やっていただいて当たり前のこ

とだと思うんですが、そしたら西側の、現在

本当に大変混み合っておる西側の部分につき

ましては、検討するということであるんです

けども、本当にそんな悠長な感じで検討して

おる場合ではないと僕は思うんです。シルバ

ー人材センターの方が整理作業を月に何回か、

何ヶ月に１回かやっていただいておると思う

んですけども、もう整理するような状況では

ないんですね、実際のところ。あの駐輪場の

自転車とかミニバイク、整理せえと言われて

 例えば、学校内で虐待の疑いのある生徒さ

んを見つけた場合、学校からこども課に直接

通報するのではなく、学校は学校長を通じて

学校教育課へ、また、医療機関で発見した場

合は健康課、民生委員、児童委員はこども課

へ、また、緊急を要する場合は直接警察また

は消防へというふうになっております。こう

した通報は、最終こども課へ報告いただき、

個別ケース検討会議や、実務担当者会議を開

催し、和歌山県子ども・障害者相談センター

とも協議しながら、解決に向けて取り組んで

います。 
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も、これはとってもやけど整理できるような

状況では実際ありませんわ。ほんまにこれ、

早急に解決してもらわないと、悠長にＰＲし

てもらって、東へ行ってくださいよと言うた

って、なかなか行きませんよ。 

 通勤の方というのは、やはり朝ものすごい

時間にせいてるというか、ばーんととめてば

っと電車に乗って行く、そんな余裕持って電

車に乗るのに、旅行気分で行くん違うんやか

ら、余裕持って駅へ来て、駅で10分、15分待

って電車に乗ろうかいというような人はおり

ません。必ず自分の乗りたい電車に、通勤に

間に合うきちっとした電車に、毎日決まった

時間帯に来て、走り込んで電車に乗って通勤

していくというのが現状やと思うんです。 

 そんな中で、今みたいな状況であれば、本

当にこれ、事故が起きても不思議はないんで

すよ。ばっと横倒しというか、将棋倒しにな

って、自転車ないしは、自転車ぐらいやった

ら軽いんですけれども、これミニバイクなん

かばーっと倒れてきたら、大きなけがします

よ。東側へ誘導して、東側へ変わってくれれ

ばいいんですけど、実際、東側も、僕らも東

側のほうが便利ええ、便利ええというか近い

ので、東側へとめようと思うんですけども、

どうしても西側へ行ってしまいますね。東側、

便利割と悪いんです。とめに入っていっても、

入っていったまま、そのまま駅向いて来れれ

ばいいんですけども、ずっと裏、また戻って

こう外へ、道へ出ていかなあかんという、大

変不便な状況になっているんでね。だから、

おそらくそういう不便な状況のところは、な

かなかＰＲしても使わないと思うんです。だ

れか行くやろと。西側にようけとめておるん

で、ＰＲしてもうてこっち一杯やったらだれ

か行くやろう、自分は行かんでもだれか行く

やろうというようなね。そういう人間心理が

働くと思うんです。もう少し前向きにちょっ

と考えていただけないんですか。再答弁をお

願いしたいんですが。 

○議長（上田順康君）この際、議長より申し

上げます。本日の会議時間は議事の都合によ

り、あらかじめこれを延長いたします。 

 11番 辻本君の再質問に対する答弁を求め

ます。 

 建設部長。 

○建設部長（坂本信良君）現在の橋本駅の駐

輪場の管理でございますけれども、収容台数

につきましては432台、これが計画台数でござ

いまして、実際に収容しておりますのは、約

550台の駐輪をしていただいているというの

が現状でございまして、その管理につきまし

ては、シルバー人材センターにおきまして、

月曜日から金曜日、朝昼ということで計３時

間で整理をしております。 

 議員おただしの、もう少し早急に何とかな

らないのかというおただしでございますけれ

ども、このことにつきましては、先ほど説明

させていただきました、駅前の不法駐輪の排

除を、花と緑のリサイクル事業を推進するた

めにしたわけでございますけれども、その影

響が西の駐輪場へもいっておるということも

よく理解してございます。 

 そういうことも踏まえながら、どうすれば

いいかということで、いろいろ種々検討をし

てございますけれども、具体的には、ＪＲ西

日本の駐車場を一部借用してという考え方も

あったわけでございますけれども、このこと

につきましては、鉄道部長なり、和歌山支店

等の担当者と事前にすり合わせた段階で、駐

車場の利用が満杯と、また空き待ちという状

況の中で、市の意向は十分理解できるんだけ

ども、現段階では協力は少しできないという

返事もいただいてございます。 

 そういうこともございまして、先ほどご答

弁させていただきましたように、駅前の私有
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地の今、管財課のほうで再整理しているわけ

でございますけれども、その辺もある程度整

理ができれば、市としてどうあるべきかとい

うものを検討していきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）月曜日から金曜日まで、

シルバー人材センターで管理というか整理を、

朝昼３時間やっていただいておるということ

なんですけど、きちっとした駐車場にすれば、

そういう管理を、整理をする必要性がなくな

ってくるんですよ。これ、前、これだけ時間

計算してどないな金額になるかわかりません

けども、ほんまにそういう管理を、整理をし

てもらわんでええような状況に、ちゃんとし

たものさえつくれば、こういう無駄な経費を

省けるわけよ。その辺をも。 

 その辺、大変難しい状況やと思うんですけ

ども、公共交通を利用していくというか、地

球に優しい公共交通ということで、私も公共

交通に勤めておりましたのであれですけども、

公共交通を利用してということでやっていな

がら、駅前にそういう駐輪場とか、橋本駅前

は特に駐車場の問題でも、いろいろ以前から

地元の議員さんも質問されてましたし、駐車

場の問題というのは大きな問題になっている

んですね。駅前の活性化からいきますとね。 

 駐車場はちゃんとしたものはないわ、駐輪

場もこんな満杯の状況で、そしたら橋本駅前

はどないなってるんですか、ということで、

どんどんどんどん、またどこかへ逃げる可能

性もありますし、やはりそういう整備はきち

っとやっていくべきかなと思いますので、シ

ルバー人材センターの方が事故を起こさんと

も限りませんし、その辺も含めて、公園が隣

にあるんですけども、公園を少し削るなりと

いう方法もあろうかなという気もするんです

けど、いろいろ難しい問題があるので、その

辺は十分検討いただいて、駅前周辺に私有地

があるということなので、ぜひとも早急にで

きるようにご努力をお願いいたしたいと、こ

れを要望しておきますので、お願いしておき

ます。 

 そしたら続きまして、２番の市民病院のテ

ナントの関係でありますけども、先ほど、ま

ず、１階喫茶スペースの今後についてという

ことで、これは聞かせていただきまして、入

院説明等総合相談窓口として医事情報課を置

いていくと、そのことによって２名の削減が

できるということで、大変いいことだと思う

んですが、こういうことが本来、最初からほ

んまにあったんかなという、たまたま喫茶室

が閉店して万歳したので、その後にほな何か

しようかというような、安易な気持ちがあっ

たような気もするので、１階の喫茶室という

のは何のためにつくったんかなと。最初の基

本的な考え方が全然見えてこないというのが、

大変残念でありますけども、それはこれから

病院が大変苦しい経営状況の中で、経費削減

ということであるし、総合相談窓口ができる

ということについては、理解をしたいと思う

んですけども、そしたら、この間、病院だよ

りであったんですけども、閉鎖して喫茶が６

階に変わったというか、レストランと一緒に

なったということは書いておるんですけども、

今の喫茶室のところに何もそういう明記がさ

れてないんです。市民の方、市民というか患

者さんが行かれて、お見舞いの方もあります

けども、お、喫茶室しまっとるな、何か囲い

してある、囲いというか見えないようにして

あるけども、あと何あるんですかということ

はよう聞かれるんですけども、その辺の、や

はり明記をきちっとすべきではなかろうかな

と思いますので、それをお願いしておきたい

のと、１番のスペース、今後のあれについて

は結構でございます。 
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 ２番目の、契約内容ということで聞かせて

いただいたんですけども、来年３月31日で一

応契約が切れるということなんですが、良好

な経営状況であれば引き続いてやっていくと

いうことなんですが、契約内容自体を更新の

ときにどのような判断でやられるというか、

テナントたくさんあるんですけども、そした

ら契約の時点で、契約更新の段階では必ず家

賃の変更とか、そういうものが出てこようか

と思うんです。これはどこでもそうなんです

が、その家賃変更するにあたって、そしたら

病院の事務局のほうが、このテナントの売り

上げ把握をしておるんかどうか。やはり、当

初の家賃決定は若干私ら納得いかない家賃決

定だったと思うんですが、今後は営業実績が

ありますので、営業実績に基づいて病院側は

家賃を算出していく、適正な家賃をやはり算

出をした中で、契約更改に臨んでいくという

のが正しいやり方ではなかろうかなと思うん

ですけども、そしたら、きちっとオープン以

来の各テナントの売り上げ把握というのがよ

り重要性があるんかなと思うんですけども、

その辺についてちょっと答弁をお願いしたい

んですが。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）ありがとうございます。 

 これに基づいて、今後、来年の３月末には

契約更改をきちっとやっていただくようにお

願いしておきたいと思います。 

 そんな中で、特に３番目のところに入らせ

ていただきます。この辺が一番問題があろう

かなというところなので、家賃収入のことな

んですが、家賃、先ほど聞かせていただきま

して、金額があるわけでありますが、特に１

階喫茶室につきまして、８月末で閉店してお

るんですが、家賃の滞納というのはあるのか

どうかお尋ねしたい。それで、もしあるとす

れば、どのように処理をしているのか。この

辺についてお尋ねいたします。 

○議長（上田順康君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）家賃の滞納

は、現在のところありません。これまでに家

賃の減額の要望がたびたびありました段階で

はあったわけですが、現在のところ納入済に

なっております。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）契約内容の変更要望が

あって、それ以前まではあったけれども、今

のところはもうなくなっているということな

んですが、これ、僕、家賃、先ほど聞かせて

いただいたんですが、この病院がオープンす

る当時に入札をしておると思うんです。これ

は、家賃をいくら払っていただけますかとい

う形の入札をしているわけですね。本来は、

こういうテナント関係につきましては、設備

等も含めまして工事がいろいろかかるわけで

ありますけども、Ａ工事、Ｂ工事、Ｃ工事と

いうのがあって、基本的にはＡ工事は今の市

民病院でいきますと、市民病院の負担、Ｂ工

事という工事につきましては、病院側とテナ

ントさんの折半、Ｃ工事といいますと内装等

があるんですけども、これについては契約者

○議長（上田順康君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）売り上げでご

ざいますけれども、18年度の実績でご説明申

し上げたいと思います。 

 ４月から11月まででございまして、月平均

で売店のほうで平均売り上げ月額が361万

9,583円でございます。フラワーショップでご

ざいますけれども、月平均で24万7,588円でご

ざいます。喫茶店で、これは８月で締めてお

るわけなんですけれども、平均売り上げ月額

59万2,650円でございます。レストランのほう

でございますけれども、176万8,343円となっ

ております。 

 以上でございます。 
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といいますか、テナントの全額負担というの

が、僕はこれ、こういう仕事にもかかわって

おりましたが、基本的な契約、工事費の負担

だと思うんです。市民病院ということで、若

干変わってくるので、契約内容については、

この辺の工事費負担については、別に今さら

どうのこうの言うことではないと思うんです

が、その契約が、その店舗の家賃をどれだけ

払えますかということで入札をしておって決

定されておる。喫茶室とレストラン等につい

ては、喫茶室のほうが多かったと思うんです。

７社ぐらいだったんですか。レストランが４

社ぐらいだったと思うんですが、こんな中で

入札をした時の金額と、私が今聞かせていた

だいた金額とは、大きな差異があるように思

うんです。 

 先ほど、管理者の答弁では、経営が苦しい

から家賃を下げてくれという申し入れがあっ

たと。その段階では滞納もあったということ

なんですが、契約途中で、基本的な契約内容

であります家賃を変更するということについ

ては、これは大きな問題ではなかろうかなと。

特に、当初の入札に参加した業者の立場から

考えますと、おかしな問題ではなかろうかな

と思うんですが、大変市民病院に対して不信

感を持っておる。契約期間内にその家賃を払

うのが当然の責務で、業者の責務であります

し、払えなければ撤退をしていただくという

のが基本的な考え方だと思うんです。あえて

契約内に、その基本的な契約内容であります

家賃を下げて引き続き営業していただく、そ

して、それでもなおかつあかんのだからやめ

ました。うちは６階のレストランで営業して

ますから、そこで喫茶室も営業しますよとい

うことでは、全く話にならん状況だと思うん

ですが。答弁お願いします。 

○議長（上田順康君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）レストラン、

喫茶店の契約の変更の経緯につきまして、若

干ご説明をさせていただきます。 

 議員おただしのように、あの場所になぜ喫

茶店かということは、設計当初の方々の考え

方と、私どもの考え方と、病院を経営すると

いう観点から非常に疑問を感じておりました。

もっと患者さまの利便を高めるための施設と

して、最も適切な場所が喫茶店、病院は喫茶

店で病院が成り立つわけではなしに、やっぱ

り患者さまの利便向上がまず第一であろうと

いうことからいきますと、あの場所がのどか

ら手が出るほどほしい場所であったわけです。 

 当初設計の理念と変わるわけですが、我々

事務局の中では、この場所を利用して、入院

の説明とか患者サービスに使ったらいいのに

なという思いは、常に持っておったところで

あります。 

 そこで、この喫茶店、レストランの契約の

ことにつきまして、一番最初の当初契約、先

生、先ほどおただしであったわけですが、金

額で競わすというところの基本的な考え方に

つきましても、若干疑問に思っておりまして、

患者さま、ご家族の方々にサービスで競わす

というのが基本ではないかなというふうに思

っております。賃料を得たいがためというこ

とは、病院経営としてはちょっと邪道かなと

いうふうに考えておるところでございまして、

当初契約がレストラン月額50万円。喫茶店25

万円、計75万円の契約でありました。しかし

ながら、大きく採算割れということで、営業

条件の変更による契約金額の減額要望が、た

びたび業者から出ておったわけです。 

 それで、当初の契約の条項の中には、１カ

年は契約内容は変更しませんという条文があ

りまして、１カ年経過後は話し合いしましょ

うという形の条文になっているんです。そう

いうことから、１カ年間は契約は変更できま

せんというふうに回答をしておりました。そ
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して、１カ年はそのままで経営を続けていた

だきました。そして１カ年経過後、また人件

費すら支払えないという要望がございました

ので、１カ年たった後、経営内容の報告をい

ただいて、そして我々も常にレストランを利

用いたしますので、どれぐらいのお客がある

かなと、だいたい推測もできますので、そこ

で話し合いをいたしまして、レストラン20万

円、喫茶店10万円で、なおかつそれでもやれ

ないという要望だったんですが、そんなに下

げられないので、半年間それでやってみてく

れと。まだあかん、努力してあかんというん

やったら、また再協議ということの話をいた

しまして、20万円と10万円で継続してきたわ

けですが、それでもなお人件費、材料費に賄

いきれないということでしたので、病院とし

ては、喫茶店の場所は病院の玄関であって、

病院本来の機能強化に利用したいので、喫茶

店の契約を放棄するということを、レストラ

ン側が放棄をしてくれれば、レストランの料

金改定に応じるということで交渉をいたしま

して、交渉の結果、今日に至っておるという

のが実情でございます。 

 それで、病院が喫茶店のところの場所がほ

しいので、その契約を放棄してくれというこ

とで、それで契約廃棄の通知を当方からいた

しまして、そしてレストランは業者さんの要

望どおり、７万5,000円という金額で妥結をし

たということになっております。 

 もともと、レストランの当初の入札時では、

レストラン経営の大手メーカーですら、賃料

が無料であったらレストランの経営を引き受

けますというような応札があったというふう

に聞いておりまして、病院レストランの経営

とは、その程度のものかなという認識を持っ

ているところでございますが、このたびの変

更というのは、もともとの原契約の契約条項、

１年経過したら話し合いましょうという契約

状況にのっとって契約の変更の話し合いを進

めていったということになっております。 

 実情、ご賢察賜りますようお願いを申し上

げます。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）今、長々と説明いただ

いたんですけども、これは、はっきり言わせ

ていただいて、かなり大きな問題ではなかろ

うかなと思います。１年たてば変更の話し合

いをするということなんですが、そのことは、

その契約内容については、入札業者すべてに

理解をしていただいておるんですか。契約内

容について。そうでしょう。その当時に入札

に参加した業者は、家賃で何ぼ払えるんやと

いうことで、きちっと売り上げ計算をした中

で入札に参加しておると。そしたら、むちゃ

くちゃな高い金額で落札した業者がおったと。

それが１年たったら、契約内容を見て、１年

たったら変更してもらえるんやというんであ

れば、これはだれでも大きな金額出しますや

ん。そうでしょう。入札のときに勝とうと思

えば、とりあえず１年間辛抱して、家賃さえ

払えば、次の１年間とっておけば、次はぱー

んと安く下げてもうて、そうでしょう。権利

が発生するわけでしょう。そういう条項が、

入札のときにすべての人が理解しておるんで

あれば、それはやむを得ないかもわかりませ

んけども、まして、こういうことをすること

自体が、基本的にはおかしいんではなかろう

かなと。そのための契約でしょう。家賃が払

えなければ契約解除すべきですよ。そして、

再入札をするというのが、これがきれいなや

り方というか、正しいやり方だと僕は思うん

です。勝手に契約内容変更して、話し合いで

こんな50万円の家賃が７万5,000円まで下が

るんやと。こんなおかしな話はないですよ、

実際。むちゃくちゃですやん。 

 それで、言うてること自体もおかしい。病

－19－ 



院側がこの医事相談室をつくりたいから、レ

ストランのスペースをとりたいから契約解除

してもらうのに、上へ行ってもらったと。こ

れは、たまたまレストランが、１階の喫茶室

が閉まる、撤退するから、そしたら医事情報

課を、病院患者の方の相談窓口としてそこへ

持っていって、集約して人件費を削減するん

やと。それはいいですよ。あいた後ではね。

そのことを条件に出して上へ行ってもらう、

そして、そのかわりに家賃を下げますよとい

うこと自体は、ものすごい間違ったやり方な

んです。違いますか。こんなん、悪いですけ

ど、入札参加業者、こんな話聞いたら納得し

ませんよ。全く公平な、きちっとした入札に

なってないでしょう。当然きちっと契約解除、

強い意思で契約解除すると。そうでしょう。

そして、レストランだけでも再入札すると。

そして、１階の喫茶室については、病院とし

てこういうふうに目的で使用して、病院の患

者さんらのために使っていくんやと。そのこ

とによって、病院の人件費を削減して、経営

効率が図っていけるんやという、それは正し

い方法ですわ。そしたら、上のレストランに

ついては再入札しますよというのが、同じ業

者でしょう。そんな、75万円で入札した金額

が、７万5,000円になってしまうという、そん

なあほな話が契約期間内に、どこにあるんで

すか。 

 答弁お願いします。 

○議長（上田順康君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）経営状況の

精査の中では、喫茶店のほうは成績が比較的

よかったです。それで、喫茶店であれば、と

んとんベースで動くかなというぐらいの経営

内容であるわけですが、しかし、皆さま方ご

存じのように、コーヒー１杯が420円というよ

うな経営でございまして、非常に不評でした。

それで、料金を下げろということをたびたび

申し入れたんですが、経営が成り立たんとい

うことで、料金をやっぱり下げるというのが

基本になかったらいかんのかなということで、

喫茶店は経営成り立っておるんだけども、レ

ストランではいかん。もっと人件費を節約し

て、経営を成り立つようにしたらしたらええ

ん違うんかいという話まで突っ込んでやった

んですが、なかなか人件費すら払えないとい

うような状況がございました。 

 それで、病院としては喫茶店跡地がほしい

のでということで、交渉を開始したというよ

うな状況になっております。 

 それと、議員おただしの、当初に１年経過

後は話し合いができるということが、ほかの

業者知っておるかということ等につきまして

は、現在の契約条項しか私は掌握できており

ませんので、その辺というのはちょっと定か

でないというところが私はあります。 

 当初入札の仕様書等にはそのことがうたっ

てあるのかどうか、ちょっと私は掌握できて

ないんですが、仕様書では１日に外来患者900

人が来ます、入院が300人のベッドですから、

80％、90％の患者が入りますという条件であ

ったわけですが、いかんせん開院当初は、入

院は本当にごくわずか、そして外来患者も１

年間ほどは400人強ほどまでは落ち込んだと。

半分以下に落ち込んだという状況がございま

して、若干経営にも影響を与えたかなという

ことがあるわけですけれども、病院のレスト

ラン等については、非常に75万円という落札

そのものが、ちょっと異常かなということの

中から、契約条項に従って話し合いを続けた

と、こういう状況になっております。 

○議長（上田順康君）この際、暫時休憩いた

します。 

（午後５時13分 休憩） 

                     

（午後５時46分 再開） 
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○議長（上田順康君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）市民病院のテナントの

契約について、再度申し上げたいと思います。 

 契約の見直しをしておるということで、契

約の見直しについては、病院側とテナントと

の話し合いということで、大変高額な家賃で

スタートしたにもかかわらず、売上が上がら

ないということで、家賃の値下げ申請があっ

たということについては、やむを得ない状況

であろうかと思いますが、それを受けて、病

院側が、当初の家賃とかなり差額のある、大

幅な値下げをして契約をしたことについて、

本来、入札でテナントを決めていった家賃に

よる契約内容によって、入札により業者を選

定していった観点からいきますと、大変不満

足というか、やってはならないことであろう

かと思いますし、そのことについては、十分

病院の管理者としての反省を促すところであ

りますし、テナント業者につきましては、当

然新たな家賃で再契約をしておりますので、

そのことに対して、業者にどうこう申し上げ

るつもりは私のほうもございませんが、来年、

19年の３月末において契約期限が切れるとい

うことでありましたら、本来のちゃんとした

契約に戻すということで、白紙にして、新た

な契約内容を吟味した中で入札、再入札とい

う形の中で業者選定をしていくというのが、

本来の筋道ではなかろうかと思いますので、

その辺について病院管理者の答弁をお願いい

たしたいと思います。 

○議長（上田順康君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）このたびの

レストラン、喫茶店の契約改定につきまして、

私どもの判断ミスによりまして、貴重なお時

間を浪費させてしまい、誠に申しわけござい

ません。ご指摘賜りましたこと、もっとも至

極なことであり、私どもの不手際でございま

す。ただ今、辻本議員からおただしありまし

たように、来る３月31日には契約期限が到来

いたしますので、それまでに入札条件等を再

吟味をいたしまして、再入札を実施いたした

いというふうに考えております。 

 大変申しわけございませんでした。陳謝申

し上げます。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）それでは続きまして、

時間がちょっとなくなってしまいましたので、

３番のところ、若干簡単にしたいと思います。 

 本市のいじめと児童虐待についての実態等、

説明、答弁いただいたんでありますが、一番

問題のあるのは、いじめ問題の緊急提言にも

ありましたとおり、学校はいじめを隠さず、

必ず学校評議員や保護者らに報告し、家庭や

地域と一体となり、解決に取り組むという、

この項目が大変大事な問題ではなかろうかな

と。実際、保護者、地域、家庭が一体となっ

て解決に取り組んでいかなければならないん

ですけども、実情はそのようにはなっていな

いんではなかろうかなと。個人情報保護とい

う言葉が先行しておりまして、この言葉が盾

になって、できるだけ表に出さないような処

理を行おうとしているのではないんかなとい

う、そういう感じが見受けられます。 

 特に、児童虐待については地域との連携、

民生、児童委員さんとか、区長等、地元地域

のいろんな方々との連携が必要不可欠であろ

うと考えますが、先ほど答弁ありましたとお

り、虐待防止ネットワーク会議を立ち上げら

れて、議論を重ねて、ネットワークの構築は

されたわけでありますけども、もっともっと

行政が責任を持って窓口となって、連携を進

めていかなくてはならんかなと思うんですけ

ども、どうも行政内部的に、縦割りという悪
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い習慣といいますか、縦割りの関係の中で、

横との連携がスムーズにされていない、その

ことによって、本当に児童虐待が防止をされ

て、市内の子どもたちが、本当に命が守られ

るということが大変やりにくい状況にあろう

かと思いますので、もう少し連携について、

地域との連携、地域のいろんな役といいます

か、いろんな方との連携、そして特に、保護

者、いじめにつきましては、保護者と教員、

先生方とのコミュニケーションといいますか、

そういう連携がやっぱり一番大事だと思うの

で、その辺について、最後に答弁をお願いい

たしたいと思います。 

○議長（上田順康君）辻本議員の持ち時間が、

５時56分まででありますので、簡潔に答弁願

います。 

 教育長。 

○教育長（森本國昭君）先ほど言わせていた

だきましたが、教育委員会といたしましては、

学校だけではこういう問題は解決できません

ので、議員おただしのとおり、地域の方々と

真剣になって取り組んでいきたいと思います。

それと、時間がございませんので、また、い

じめのいろいろ事件がございまして、校長会、

臨時校長会等々、生徒指導主任者会等々を招

集しまして、そういう点、隠さずに、まずは

早く察知して迅速に対応するという、いろい

ろな決定について話した点、時間ございませ

んので、簡単でございますけれど。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）児童虐待につ

きましては、今年の８月に児童虐待防止マニ

ュアルをつくりまして、各機関からのそれぞ

れの連絡先の手順について、項目ごとに示さ

せていただいたところでございます。ただ、

地元との連携につきましては、この手順、虐

待があったら、最終的にこども課のほうへ、

それぞれの各機関において通報していただく

という手順をつくっております。ただ、連絡

いただいた方に、その後どうなったとか、地

域の民生委員さんの方々に、その後どうなり

ましたというフィードバックの部分について

は、明確になってないのも事実です。 

 ただ、これらにつきましては、外部への秘

密の保持という部分もありまして、すべて地

元の方に、その後の経過についてお返しでき

るのかという難しい問題もありますけれども、

ただ、地元の地域の協力なくしては、児童虐

待発見、早期解決もできませんので、今後、

その点について関係機関とか市の内部、関係

の係寄りまして、協議してまいります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）ちょっと時間がないの

であれなんですが、最後に要望だけ、一つだ

け言っておきたいと思います。 

 青少年センターにおいて、子どものメール

相談というのをずっとやっておるんですが、

今度、不審者情報配信システムというのが整

備をされたと思うんです。今日から実施とい

うことで、安心・安全メールということで実

施をされるということで聞いておるんですが、

そんな中で、青少年センターの情報管理のセ

キュリティについて、ちょっと十分ではない

んかなと。建物自体の、子どものメール相談

とか、不審者情報とかそういうものがどんど

んどんどんメールで配信されてきますので、

その辺のセキュリティをきちっとしておかな

いと、大きな問題になりますので、教育委員

会にお願いしておきたい。教育委員会でええ

んかな、これは。青少年センターの情報管理

セキュリティをきちっとやっていただけるよ

うにお願いしておきたいと思いますので。頼

みます。 

 終わります。 

○議長（上田順康君）これをもって11番 辻
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本君の一般質問は終わりました。 
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